
1 

様式第４号（第 11項関係）  

 

   西脇市審議会等の会議の記録  

 

審議会等の名称  第 15回  西脇市子ども・子育て会議  

開催日時  
平成 31年１月９日（水）  

午後１時 30分から３時まで  

開催場所  西脇市役所  特別会議室  

出席委員の  

氏名又は人数  
15名  

欠席委員の  

氏名又は人数  
２名  

出席職員の職・  

氏名又は人数  
事務局７名  

公開・非公開  

の別  
公開  

非公開の理由   

傍聴人の数  ２名  

議題又は  

協議事項  

１  （ 仮 称 ） 西 脇 市 こ ど も 条 例 の 検 討 過 程 に つ

いて  

２  （仮称）西脇市こども条例（案）について  

３  その他  

会議の記録（概要）  

発言者  
 

 

本日 は、 こど も 条 例検 討部 会の 部 会 長に も ご 出席 いた

だいております。  

 

 議 事１ （仮 称 ） 西脇 市こ ども 条 例 （案 ）の 検討 過程

について、事務局から説明をお願いいたします。  

 

（【資料１】に基づき説明）  

 

 あ りが とう ご ざ いま した 。検 討 過 程に つい て 、 何か

ご意見はありませんでしょうか。  

 議 事２ （仮 称 ） 西脇 市こ ども 条 例 （案 ）に つい て 、

事務局  

 

 

会長  

 

 

事務局  

 

会長  
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部会長  

 

会長  

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会長から説明をお願いいたします。  

 

（【資料２】に基づき説明）  

 

 あ りが とう ご ざ いま した 。た だ い ま部 会長 から 説明

があ りま した 。 ご 発言 があ りま し た ら、 お願 いい たし

ます。  

 

 関 係団 体等 か ら の 意 見が 、ど こ に 反映 がさ れて いる

のか 、い まい ち わ から ない とこ ろ が あり ます 。ど こが

西脇 市な らで は な のか 、西 脇市 で は どの よう な子 ども

を育 てて いき た い の か が少 しわ か り にく い感 じが しま

す。  

第２ 条 ⑵ の保 護 者 の定 義 で すが 、 今 の説 明 で すと 、

血縁 者と 聞き 取 っ てし まい まし た が 、血 縁者 では ない

保護 者 も いる の で はな いで しょ う か 。学 校関 係者 にお

いて は、 子 ど も に 関す る全 ての 施 設 の関 係者 とな って

いま すの で、 全 て の施 設の 関係 者 と なる と、 児童 館も

子ども食堂であろうが、 NPOであろうが全ての関係者か

と思いますが。  

 次 の基 本理 念 の 第３ 条⑵ の保 護 者 が自 信を もっ て、

子ど もと 向き 合 い 、愛 情を もっ て 育 てそ の成 長に 喜び

を実 感す るこ と が でき るこ と と 言 い 切っ てい ます が、

そ れ が で き な い 方 も い る の に 、 そ れ を 言 い 切 っ て し

まっ てい いの で し ょう か。 保護 者 、 市民 、 学 校園 等関

係者 、 事 業者 、 市 が 役 割又 は責 務 を 自覚 し、 連携 する

と書 いて あり ま す が、 第６ 条の 学 校 園の 関係 者は 、保

護者 と地 域と 連 携 を図 りと なっ て お り、 「保 護者 と地

域」 を特 出し し て いま す。 理念 で は 、こ こ に 出て いる

全て の人 たち が 手 を取 り合 って 、 子 ども たち を育 てよ

うと いう 理念 と 書 いて あり ます が 、 あえ て保 護者 と地

域が 特出 しし て あ るの はな ぜか 。 事 業者 はい らな いの

かと思ってしまいました。  

 保 護者 の役 割 で 、第 ４条 の ⑴ で 、 末尾 が「 家庭 環境

づ く り を 行 う こ と 」 「 成 長 を 見 守 り 支 え る こ と 」 と

なっ てい ます が 、 これ がで きな い 人 たち がい っぱ いい

ます 。前 回の 会 議 など で、 委員 か ら 「０ ～２ 歳ま では

保護 者が 育て る こ とが 当た り前 で あ る 」 とい う発 言も

あり まし た。 そ れ を肯 定す る よ う な 文言 にな って いる
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会長  

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

のかなと思いました。  

 第 ８条 の市 の 責 務で すが 、 「 計 画 的な 施策 を実 施す

るも のと する 」 と なっ てい るの で 、 計画 的な 施 策 を実

施す る と いう こ と は、 PDCAサ イ クル を取 る と いう よう

に聞 き取 れま す 。 ２で 、最 後必 要 な 支援 を行 うも のと

する とな って い る ので すが 、第 ９ 条 以下 すべ て、 行う

もの とす る と 言 い 切っ てい ます が 、 私は 行政 では あり

ませ んが 、予 算 が いく らあ って も 足 りま せん し、 そん

なこ とは 不可 能 だ と思 いま す。 み ん なで 手を 取り 合っ

てし なけ れば い け ませ ん。 社会 福 祉 協議 会も いら ない

のか 。そ うで は な いと 思い ます 。 市 民一 人一 人が 子ど

もを 育て ると い う 子ど も条 例だ と 思 いま すが 、い まい

ちそ れが 読み 取 れ ず、 市が する と い う内 容に 読み 取っ

てしまいました。  

 私 は認 定こ ど も 園を 行っ てい ま す が、 認定 こど も園

も公 立で 行え ば い いの では ？も っ と 言え ば社 会福 祉協

議会 もい らな い の では ない か。 す べ て公 立で 面倒 を見

れば いい ので は な いか とい う条 文 に 読み 取れ てし まい

ます 。例 えば 第 12条も 市が する の で しょ うか 。各 種団

体はいらないのでしょうか。  

 第 14条 も市 は 子 ども の居 場所 づ く りを する とな って

いますが、公立の公民館を作るのでしょうか。  

 第 15条 の交 通 安 全指 導を する と な って いま すが 、市

が交 通安 全指 導 を する ので しょ う か 。そ れは 交通 安全

協会 に任 せ ば い い ので はな いで し ょ うか 。各 種団 体と

手を 取 り あっ て 、 ひと りひ とり の 市 民が 子ど もを 育て

るというものが読み取れませんでした。  

 

 部会長、いかがでしょうか。  

 

 ご 意見 あり が と うご ざい ます 。 委 員が おっ しゃ る通

りだ と思 いま す 。 ただ 、第 ３条 に 基 本理 念を うた って

いま す。 その 中 で 、３ 番目 に保 護 者 、市 民、 学校 、事

業者 及び 市が 、 そ れぞ れの 役割 や 責 務を 自覚 し、 主体

的に 相互 に連 携 し 協働 する こと を 、 基本 理念 の 全 ての

条文 に通 ずる と こ ろで はあ った の で すが 、そ のよ うに

読み 取っ てい た だ けな かっ たと い う とこ ろは 反省 点だ

と思 いま す 。 し か し、 連携 する こ と は基 本 理 念で すの

で 、 全 て に 渡 る 部 分 で あ る と い う と こ ろ で 、 も ち ろ



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長  

 

部会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ん、 市だ けで 全 部 でき るこ とは あ り ませ ん。 市で でき

るこ とは 限り が あ るの で、 関係 団 体 の協 力を 得な がら

進め てい きた い と いう 先程 の部 会 長 の 説 明が あり まし

た通りの流れでご理解をいただきたいところです。  

 PDCAにつ い ても 、条 例 で 市と し て の方 向 性 を定 め、

また 、 31年度 ま で の子 ども ・子 育 て 支援 事業 計画 はこ

の審 議会 で審 議 を 重ね て、 まさ に 行 って いる とこ ろで

す。 その 次の 32年 度か ら５ 年 間 の 事 業計 画も 策定 し 、

そ の 中 で 実 際 に 取 り 組 ん で い く 内 容 等 を 、 こ の 子 ど

も・ 子育 て会 議 の 中で ご 審 議を い た だき なが ら 、 方向

性を 出し てい き た いと 考え てい ま す ので よろ しく お願

いいたします。  

 市 民一 人一 人 が 子育 てに 関わ っ て いく こと は、 その

通り です ので 、 ご 意見 をい ただ き ま した が、 今後 パブ

リッ クコ メン ト も 行っ てい く中 で 、 検討 をさ せて いた

だきたいと思います。  

 

 追加はありますでしょうか  

 

 私 の方 から 回 答 する なら 、 こ ど も 福祉 課長 から 説明

があ りま した よ う に、 各種 関係 機 関 が連 携を して いく

建前 は、 基本 理 念 で表 現さ れて い る こと の話 があ りま

した 。他 市で も 同 じよ うな 条例 が 作 られ てい る中 で、

「市 は、 〇〇 と 連 携し て」 と書 い て 表現 して いる 条例

も見 受け られ ま す し、 基本 理念 だ け で表 現し てい くと

いう スタ ンス の 条 例も あり ます 。 部 会の 中で 、最 終的

に原 案を 仕上 げ た 中で は、 同じ 表 現 が繰 り返 され るこ

とを 避け た、 す っ きり した もの に し たと いう 経緯 もあ

りま す。 市だ け が 重荷 を背 負う 条 例 では ない とい うこ

とは 話の 中で は 出 まし た。 それ を い かに 市民 に伝 えて

いく か、 この 条 例 と逐 条も 作る こ と とな って いま すの

で、 そこ で説 明 を する なり 、あ と は 、具 体的 な事 業の

中で実現していくことととらえています。  

 私 も法 律を 扱 っ てい る関 係も あ り ます ので 、保 護者

が血 縁だ けに 限 る とい う意 見が あ り まし たが 、私 の説

明の 中で 、保 護 者 の定 義、 もと も と は親 を想 定し てい

ると 述べ まし た が 、ま たは 親に 代 わ って と、 わか りに

く い 説 明 だ っ た か も し れ ま せ ん が 、 里 親 、 親 権 代 行

者、 未成 年後 見 人 と例 を挙 げま し た が、 実は 未成 年後
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委員  

 

 

 

 

 

 

 

会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

会長  

 

見人 につ いて は 、 親族 の中 で、 身 寄 りの ない 、 監 護す

る人 も出 てく る こ とも 想定 をし て い ます し、 まっ たく

血の つな がっ て い ない 、親 族で は な い方 が、 子 ど もを

引き 取っ て面 倒 を 見て いる こと も あ りま すの で、 保護

者は 血縁 には 限 ら ない こと を想 定 し ての 表現 とな って

います。  

 ど こま で、 条 文 に表 現を して い く のか もあ りま すの

で、 逐条 の解 説 や 、役 割分 担の 中 で 、市 民の 方に わか

りやすい説明をしていきたいと思います。  

 

 委員、どうでしょうか。  

 

 法 律家 の方 は 、 逐条 を読 めば い い ので はな いか と言

われますが私はあまり読みません。条文を読みます。  

 明 石市 は分 か り やす くて 、明 石 市 の保 護者 は、 里親

その 他、 親に 代 わ り子 ども を養 育 す るも のと なっ てい

ます 。子 ども の 面 倒を 見る 人は す べ て保 護者 とな って

いま す。 私の 意 見 は、 こん な読 み 方 の人 もい ると いう

ことを知っていただければと思います。  

 

 他 に 意 見 は あ り ま す で し ょ う か 。 私 は 医 療 者 な の

で、 読ん でい て 、 医療 に関 する 事 が 無い よう に思 いま

した 。健 やか に 暮 らす こと とは 少 し 違っ てき ます 。も

う少 し医 療に 関 す るこ とを 増や し て いた だけ れば と思

います。  

 前 文の ５行 目 、 核家 族化 、人 間 関 係、 希薄 化が 進行

とい うの は、 西 脇 市で もそ うだ と い うこ とで 書か れて

いるのですね。  

 

 「 この よう な 中 にあ って 」と い う 部分 のご 指摘 だと

思い ます が、 一 般 的な 社会 情勢 の 一 つと して 、問 題と

して 挙げ られ る と いう こと で、 検 討 部会 で検 討を 進め

てい く中 で、 こ の 後に 、市 につ い て も大 きな うね りの

中に ある こと を 表 現し てい くか ど う かの 検討 もし まし

たが 、一 般的 に 、 近年 この よう な 状 況に ある とい うと

ころに落ち着きました。  

 

 西 脇市 のこ と が あっ て、 その 次 に 全般 の部 分が ある

のは 、流 れが お か しい と思 いま す 。 「私 たち 」は 誰を
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会長  

 

 

委員  

 

 

会長  

 

 

 

委員  

 

 

 

会長  

 

 

指す のか 。市 民 な のか 、国 民な の か 、流 れが 悪い よう

な感 じが しま し た 。最 初に 社会 問 題 が く るの が普 通で

はないかと思います。他に意見はありますか。  

 

 委 員が 言わ れ て いた こと で、 安 ら ぐこ とが でき るか

どう かで 、環 境 づ くり がで きな い と ころ は私 もつ くづ

く思っています。  

 学 校関 係で す の で、 いく ら保 護 者 に言 って も直 らな

い。 保護 者が ほ っ たら かし の部 分 が 近年 目立 って きて

います。  

 第 ６条 の部 分 に して も、 学校 園 と 関係 者が 保護 者と

連携 とあ るが 、 学 校だ けが 連携 を 図 って いか なけ れば

いけ ない のか 。 こ れは おか しい の で はな いか と思 いま

す。 基本 理念 の ⑶ のと ころ で、 役 割 また は責 務を 自覚

しと あり 、保 護 者 の責 務と いう 部 分 が何 も記 載さ れて

いま せん 。保 護 者 も学 校や 地域 と 積 極に 連携 を図 って

いかなければいけないのではないでしょうか。  

 市 の責 務で 、 必 要な 支援 を行 う と あり ます が、 何回

言っ ても 危険 な と ころ を直 して も ら えな い、 直ら ない

現実 があ る中 で 、 これ をう たっ て い いの か、 疑問 に思

います。  

 

 保 護者 の中 に も 、地 域と の連 携 を 図る こと の一 文が

必要なのではないかということですか。  

 

 双 方で 連携 し て いか ない と、 子 ど もを 守っ てい くこ

とはできないのではないでしょうか。  

 

 ご 意見 とし て ど うで しょ うか 。 で きな いこ とも ある

と思 いま す。 理 念 条例 なの で、 こ の よう な方 向性 に向

かっていくというものだと思います。  

 

 今 の意 見に 関 し て、 基本 理念 に 、 みん なが 連携 する

と書 いて ある の に 、わ ざわ ざ特 出 し して いる のが 、問

題だと思います。  

 

 第 ６条 の中 で も 連携 はい らな い の では とい うこ とで

すね 。他 に ご 意 見 はあ りま すか 。 ど んな こと でも いい

です。  
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事務局  

 

 

会長  

 

 

事務局  

 

 

 

 

 先 程い ただ い た 育成 基本 法に つ い ては 、と ても 興味

深 い も の だ と 思 い ま す 。 こ こ に 今 後 の 期 待 で き る 施

策、 国レ ベル で 出 てい ます ので 、 地 方で あれ ばも っと

手を だせ るも の が ある ので はな い か 。国 レベ ルで この

よう なこ とを し な いと いけ ない と 思 って いる ので すか

ら、 地方 でで き る こと があ るの で あ れば 、地 方で 、西

脇版でできることを入れてほしいと期待しています。  

 

 他 に意 見は あ り ます でし ょう か 。 基本 的に は、 みん

なで 子ど もを 育 て てい くと いう も の が現 れて いる 条例

だと 思い ます の で 、恥 ずか しく な い 条例 にし て い ただ

けれ ばと 思い ま す 。意 見も 出ま し た ので 、今 後の 取り

扱いについて、事務局より説明をお願いいたします。  

 

 あ りが とう ご ざ いま す。 いた だ き まし た数 々の ご意

見を 事務 局で 修 正 をし て、 本素 案 を パブ リッ クコ メン

トに かけ てい き ま す。 素案 につ い て は、 次の 会議 の場

で 配 る の か 、 郵 送 で 届 け る の か 、 次 の 会 議 の 日 程 に

よって決めさせていただきたいと思います。  

 パ ブリ ック コ メ ント の日 程に つ い ては 、３ 月 の １か

月間 を予 定し て い ます 。以 上の 手 続 きに より まし て、

仮称 西脇 市 こ ど も 条例 の本 案と さ せ てい ただ きた いこ

とを、この場でお諮りしていただきたいと思います。  

 

 そ れで は、 議 事 ２に つい て、 ご 了 承い ただ ける 方は

挙手 をお 願い し ま す。 全員 挙手 い た だき まし たの で、

事務局でお願いいたします。  

 

 あ りが とう ご ざ いま した 。パ ブ リ ック コメ ント の後

には、皆様にご報告をさせていただきます。  

 

 議 事 ３ 「 そ の 他 」 に つ い て 事 務 局 よ り お 願 い し ま

す。  

 

 次 回の 子育 て 会 議に つい てで す が 、パ ブリ ック コメ

ント で諮 るべ き 事 項が 多く 出る 場 合 や、 少な く 出 る場

合な どが あり ま す 。そ の中 で、 会 議 で諮 らな けれ ばい

けな い事 項が 出 た 場合 は、 ４月 に 開 催で きれ ばと 思 っ

てい ます 。３ 月 の １か 月を パ ブ リ ッ クコ メン トの 期間
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委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

会長  

 

 

事務局  

 

とし て、 とり ま と めて ４月 に開 催 で きれ ばと 考え てお

りま す。 もし 、 パ ブリ ック コメ ン ト で提 案が 無い 場合

は、 その まま 公 表 して 、６ 月の 議 会 に議 案す る形 とな

りますのでご了解をお願いします。  

 

 こ の条 例の 改 廃 は、 子ど も ・ 子 育 て会 議な ので しょ

うか 。子 ども ・ 子 育て 会議 のポ ジ シ ョン です が、 基本

路線 はこ の線 で 、 あと は加 除や 訂 正 が あ るか もし れま

せん が、 パブ リ ッ クコ メン トを 踏 ま え た もの を、 委員

に送 付い ただ け る と。 もし 疑義 が あ る場 合は 、開 催す

るの かと 思っ て い まし た。 変え る の であ れば 、開 催す

ると いう 話で し た ので 、 そ のよ う に 受け 止め たの です

が。 基本 的な 路 線 が変 わら なけ れ ば 、変 更し たと ころ

につ いて 、 文 章 で 諮る こと で問 題 な けれ ば、 会議 をし

なくてもいいのではと思います。  

 

 お っし ゃる 通 り です 。重 大な 変 更 があ れば とい うこ

とで 、な けれ ば 会 議そ のも のを 省 略 して 、報 告さ せて

いただきます。  

 

 他 にご 質問 あ り ませ んか 。事 務 局 よろ しく お願 いい

たします。  

 

 長 時 間 に わ た り あ り が と う ご ざ い ま し た 。 そ れ で

は、 以上 をも っ て 終了 いた しま す 。 あり がと うご ざい

ました。  

 

問合せ先  西脇市福祉部こども福祉課  

電話： 0795-22-3111（代）  

 


